
金光功労賞・金光奨励賞について 

岡山大学は、卒業生との絆を強固なものにし、卒業生からの応援を通じて、岡山大学の発展を促

進することを目指しています。 

その一環として、卒業生である故金光富男氏からいただいた寄付により、岡山大学学都基金「金

光基金」を設立し、金光賞・金光功労賞・金光奨励賞を創設し、学生や同窓生の顕彰事業を実施して

います。 

故金光富男氏は、岡山大学法文学部の 2 期生として入学し、卒業後は事業家として成功し、岡山

大学創立五十周年記念館である「金光ホール」の建設や法務研究科の新設に際しての寄付など、岡

山大学や地域社会の発展に大きな貢献をされました。 

岡山大学は、卒業生である故金光富男氏のご厚志に敬意を表し、金光賞・金光功労賞・金光奨励賞

を創設し、卒業生や教職員の優秀な成果を顕彰することで、卒業生との絆を強めています。 

金光功労賞・金光奨励賞授賞式は、令和 5 年 10 月 21 日(土)10 時 50 分から岡山大学創立五十周

年記念館金光ホールにおいてホームカミングデイに合わせて行います。卒業生の皆様に直接お祝い

され、受賞者の功績が広く知られることになります。今年度受賞者一覧は以下のとおりです。 

第６回金光功労賞 
馬 建鋒 氏 （資源植物科学研究所 教授） ［教職員］ 

馬 建鋒氏は、作物の生産性や安全性に欠かせない多くのミネラル輸送体を多数同定し、環

境変動に対する輸送体の制御機構を解明しました。また輸送体遺伝子を改変し、安全な作物の

作出に成功した。これらの研究成果は、トップジャーナルに多数掲載されました。同氏は、多

くの権威ある賞を受賞し、岡山大学の知名度向上に大きく貢献しています。 

第３回金光奨励賞 
中村 有里 氏 （総合技術部 技術専門職員）［教職員］ 

中村有里氏は、岡山大学総合技術部技術専門職員で、24 年以上にわたり、学生への実験指導

や産学官における共同研究への技術提供を行ってきました。国際経験を生かし、子ども向けの

国際化学実験教室や国際高大連携事業も主催しています。また、独学で英語と中国語の資格を

取得し、地域での国際化学交流を具現化して実践しています。2022年度には、学会賞 2件・SDGs

推進表彰を受賞しており、国内外で高く評価されています。同氏が企画・立案・実施した国際交

流プロジェクトは、今後も次世代の化学・工学教育に持続的な貢献が期待されます。 

総務・企画部大学改革推進課［団体］ 

代表 山﨑 浩一郎 氏 （総務・企画部経営企画評価課 総括主査） 

総務・企画部大学改革推進課は、関連部局の教職員との協働関係を深め、大学経営のＰＤＣ

Ａサイクルを先導する事務組織としての機能強化を図り、令和５年４月経営企画評価課に改組

しました。アジャイル型手法を用いた検討を行う価値創造ナレッジマネジメントのシステム導

入に尽力するとともに、部局マネジメント改革プロジェクト事業、自己評価体制の機能強化、

統合報告書 2022の作成などの取り組みを通じて、大学経営の企画から評価までを一貫して担当

する課として、機能の明確化・強化に取り組んでいます。これらの取り組みが高く評価されま

した。 

アプリ内製によるＤＸ推進［団体］

代表 松本 隆宏 氏 （総務・企画部 人事課 主査）

 本学のＤＸ推進施策において、アプリ内製化の研修で習得した知識・技術を活かして業務ア

プリを開発し、教職員、学生が関わる業務フローを部局横断の視点で整理し、全体最適を目指

した業務アプリ開発に貢献しました。これらは、事務職員が積極的に事務の改善、効率化にＤ

Ｘを導入する試みであり、これまでに前例のない成果です。学内のＤＸ推進の模範となる成功

事例と言え、大学全体へ好影響を及ぼす成果です。これらの取り組みが高く評価されました。 

資料２



 【金光功労賞の顕彰基準】 

上記基準に基づき、同窓生にあっては Alumni（全学同窓会）会長又は各学部等同窓会会長、教

職員（退職者を含む）にあっては本学役員又は各部局長が金光基金運営委員会委員長へ被顕彰候

補者を推薦するものとする。 
  

 

 【金光奨励賞の顕彰基準】 

上記基準に基づき、 Alumni（全学同窓会）会長、各学部等同窓会会長、本学役員又は各部局長

が金光基金運営委員会委員長へ被顕彰候補者（団体）を推薦するものとする。 
 

 

本学や社会に貢献し、次に掲げる事項（分野）において顕著な功績や善行のあった者。 
１．教育・研究 
２．社会貢献・国際貢献 
３．文化・芸術・スポーツ 
４．医療福祉 
５．その他 

顕彰を行う年度の４月１日時点において、原則として５０歳未満の同窓生又は教職員（現職
の者に限る）のうち、以下に該当する者。なお、団体の場合は、代表者に対して顕彰を行う
ため、代表者が前出の要件を満たしていること。 
区分１：本学や社会に貢献し、顕著な研究成果等を上げた者又は団体。 
区分２：他の教職員の模範となるような実践により特に顕著な成果を上げた者又は団体。 
※研究成果等は、顕彰を行う年度の前の年度の実績とすること。 






